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第 ８ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  令和７年８月１８日（月）午後２時００分 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 第１会議室 

 

出 席 部 会 委 員    6田口 慶則 ・ 7野田 清太・14池山 允敏 ・15宮本 政春 

          16中村 髙之 ・17西森 偉統・18結城 晉三 ・20諸戸 善昭 

          22中野 たつ子・24岡田 勇樹 

以上１０名 

 

欠 席 部 会 委 員    

 

出席部会員外委員   

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  辻岡事務局長・加賀事務局次長・小谷主事 

 

総 合 支 所   久居：若松主査   一志：田中主事 

          白山：岸岡担当主幹 美杉：谷担当主幹 

 

議 事 録 署 名 者   14池山 允敏・16中村 髙之 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

 報告第３号 時効取得による所有権の移転について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 農地所有適格法人の定期報告について 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

 議案第６号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定による意見書の 

       提出について（賃貸借権、使用貸借） ＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、第８回第２農地部会を開会させていただきます。 

       本日は全員出席です。よろしくお願いします。 

       議事録署名人を指名させていただきます。１４番 池山 允敏委員、１６番

 中村 髙之委員、よろしくお願いします。 

       本部会に付議されました議案につきましては、事前に通知しましたとおりで

ございます。よろしくお願いいたします。 

それでは初めに会長専決等の報告事項に入ります。 

        

事 務 局   まず、議案を説明させていただく前に、恐れ入りますが議案書の訂正をお願

いいたします。 

       令和７年８月の農地部会の議案１１ページ、議案第３号、番号５、現況地目

につきまして、田から雑種地に訂正をお願いいたします。 

 

       それでは、議案書の１ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

      す。 

番号１から２で、件数は２件、面積は２，４７５㎡で、田でございます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解 

約したものであります。 

 

       ２ページから５ページをお願いいたします。               

報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

番号１から９で、件数は９件、合計面積は３２，４２６．９０㎡で、その内 

訳は田が２０，０７３㎡、畑が１２，０６３㎡でございます。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。 

なお、現況地目が農地以外になっているところは、無断転用の可能性があり 

ますので、届出人に対して指導しております。 

 

６ページをお願いいたします。 

報告第３号 時効取得による所有権の移転について、でございます。  

番号１ 権利者     、申請地は畑で、取得年月日は平成１５年４ 

月１５日でございます。 

以上、件数は１件、合計面積は３８４㎡で、すべて畑でございます。 

この案件につきましては、権利者は当該土地を２０年以上にわたり自己の所 

有地として維持管理しており、取得時効が成立しています。 

 

７ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権 

移転）でございます。 

番号１ 一般個人住宅用地 

番号２ 宅地造成 

番号３ 宅地分譲用地 

番号４ 一般個人住宅用地 

以上、件数は４件、合計面積は２，６３２㎡で、その内訳は田が１，９２４ 
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㎡、畑が７０８㎡でございます。 

 

８ページをお願いいたします。 

報告第５号 農地所有適格法人の定期報告について、でございます。 

番号１     、主たる耕作物 米・麦、耕作面積 田４０． ０ha 畑

 ０ha 合計４０．０ha。 

以上件数は１件で、法人形態要件、事業要件、議決権要件、役員要件のすべ 

てを満たしております。 

 

報告案件は以上です。 

 

議  長   それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）を

議題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 

        

事 務 局   ９ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）で

ございます。 

       番号１、地区 久居、申請地 久居明神町大沢池田    、登記地目・現

況地目とも畑、面積 ２１０㎡ 外７筆、合計面積 ５，３８２㎡、受人  

   、面積 ８，１３３㎡、渡人     。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は労力不足のためです。 

 

       番号２、地区 下之川、申請地 美杉町下之川神山    、登記地目・現

況地目とも畑、面積 ４０３㎡ 外２筆、合計面積 １，０６０㎡、受人  

   、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は新規営農のため、譲渡理由は耕作不便のためです。 

 

       以上、件数は２件、合計面積は６，４４２㎡で、その内訳は田が４，９１９

㎡、畑が１，５２３㎡でございます。 

       これらの案件につきましては、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地

域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。 

       １番、お願いします。 

 

田口委員   ６番、田口です。８日に事務局と確認してまいりました。問題ないと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

議  長   ２番、お願いします。 

 

結城委員   １８番、結城です。８日に地元推進委員さん、事務局で現地を確認いたしま

した。所有者が遠方のため、耕作はできないと。    さんに農地を渡して

耕作してもらう。受人は津市の空き家バンクを利用して、住宅を購入して土地
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を買う。新規に耕作をしていきたいということです。以上です。 

 

議  長   地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いします。どう

ですか。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第１号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することと決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １０ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請についてでございま

す。 

       番号１、地区 榊原、申請地 榊原町的場    、登記地目 畑、現況地

目 雑種地、面積 ２５１㎡の内６８㎡ 外３筆、合計面積 ２５０㎡、申請

者     。 

       これにつきましては、申請地を進入用道路とするものです。 

       令和７年３月に工事用進入路として一時転用許可を受けておりましたが、期

間経過後もそのまま通路として利用していた旨の始末書の提出がありますこと

から、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 八幡、申請地 美杉町川上向川原    、登記地目 田、

現況地目 山林、面積 １，６４９㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を山林とするものです。 

       昭和３５年頃に山林にした旨の始末書の提出がありますことから、これを追

認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は２件、合計面積は１，８９９㎡で、その内訳は田が１，８３１

㎡、畑が６８㎡でございます。 

       これらの案件につきましては、農地法第４条第６項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明がありましたが、立ち会っていただいた地元委員のご意見をお

伺いします。 

       １番、お願いします。 
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野田委員   ７番、野田です。８月８日に田口委員、中野委員、推進委員が４名、久居事

務局で見てまいりました。事務局から説明があったとおり、この案件は一時転

用の許可を受けた関係がございまして、許可切れ後も引き続き使用したいとい

うことでございます。一時転用の期間を過ぎておりましたので、始末書も提出

されております。事務局の説明のとおりでございます。問題ないものと思われ

ます。以上でございます。 

 

議  長   ２番、お願いします。 

 

結城委員   １８番、結城です。８日に地元推進委員さん、事務局で現地を確認いたしま

した。台風で流れたため、今後も予想されるため、植林をしたと。１９６０年

頃となっておりますが、始末書の提出や現況写真も添付されておるということ

ですので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意見がありましたらお聞き

します。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第２号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することと決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（所有権移転）を議題とします。 

       事務局、説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、１１ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

       番号１、地区 久居、申請地 久居明神町大釜    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ４，５３５㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       １６ページの議案第４号番号１及び一体利用地を含めた総面積９，１１４．

１６㎡の内、パネル設置面積は３，５００．４㎡、パネル設置率は３８．４％

になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 久居、申請地 久居明神町南狹間    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 １，０６９㎡ 外１筆、合計面積 １，７３０㎡、受人  

   、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は４０４．３㎡、パネル設置率は２３．３％になります。 
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       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号３、地区 栗葉、申請地 庄田町水尾    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ２，０５６㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は４３３．４㎡、パネル設置率は２１％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号４、地区 栗葉、申請地 庄田町水尾    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ４０１㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号５、地区 栗葉、申請地 森町下山田    、登記地目 田、現況地

目 雑種地、面積 ２，０６２㎡ 外１６筆、合計面積 ４，５８９㎡、受人

     、渡人      外１名。 

       これにつきましては、申請地をトラック展示ヤードとするものです。 

       森町下山田    につきましては昭和６０年６月、森町下山田    外

１５筆につきましては平成５年８月に資材置場用地として転用許可を受けまし

たが、地目変更登記ができていなかった旨の経過書の提出がありますことから、

これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       １３ページをお願いいたします。 

       番号６、地区 栗葉、申請地 稲葉町稲里    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ３３０㎡ 外１筆、合計面積 ６６０㎡、受人     、渡人

     。 

       これにつきましては、申請地を蓄電施設用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号７、地区 榊原、申請地 榊原町横造    、登記地目・現況地目と

も田、面積 １，０６４㎡ 外６筆、合計面積 ５，１８３㎡、受人    

 、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       一体利用地を含めた総面積２２，３０４．４㎡の内、パネル設置面積は９，

０００．３㎡、パネル設置率は４０．３％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号８、地区 大井、申請地 一志町井生川原    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ６９４㎡ 外１筆、合計面積 ９９１㎡、受人     、

渡人      外１名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は４３２．３㎡、パネル設置率は４３．６％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       １４ページをお願いいたします。 
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       番号９、地区 波瀬、申請地 一志町波瀬市場    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ２４９㎡ 外３筆、合計面積 ８１７㎡、受人     、

渡人      外１名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は３６１．６㎡、パネル設置率は４４．２％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１０、地区 高岡、申請地 一志町高野清水田    、登記地目・現

況地目とも田、面積 １１９㎡ 外８筆、合計面積 １，１１１㎡、受人  

   、渡人      外７名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       一体利用地を含めた総面積１，１８４．７５㎡の内、パネル設置面積は４２

２．３㎡、パネル設置率は３５．６％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       １５ページをお願いいたします。 

       番号１１、地区 川口、申請地 白山町川口小野    、登記地目 畑、

現況地目 宅地、面積 １０２㎡ 外３筆、合計面積 ８０５㎡、受人   

  、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       昭和３８年頃に住宅用地にした旨の始末書の提出がありますことから、これ

を追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１２、地区 大三、申請地 白山町三ヶ野丸山    、登記地目・現

況地目とも田、面積 ３７６㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       一体利用地を含めた総面積５，９８２㎡の内、パネル設置面積は２，８２０．

９㎡、パネル設置率は４７．１％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１２件、合計面積は２３，２５４㎡で、その内訳は田が１０，

８１３㎡、畑が１２，４４１㎡でございます。 

       これらの案件につきましては、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意見

を伺います。 

       １番、２番、続けてお願いします。 

 

田口委員   ６番、田口です。これも８日に現地を見てきたんですが、本庁、会長、部会

長、推進委員が４名で見てまいりました。事務局の説明にもございましたが、

何ら問題ないと思います。よろしくお願いします。 

       ２番について、８日に現地を見てまいりました。事務局の説明にもございま

したが、何ら問題ありませんのでよろしくお願いします。 
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議  長   ３番から７番、お願いします。 

 

野田委員   ７番、野田でございます。８月８日に現地を見てきました。３番、４番、６

番は田口委員、中野委員、推進委員４名、久居事務局で見てきました。５番、

７番は、喜多会長、地元推進委員２名、本庁事務局と久居事務局で見てまいり

ました。 

       まず、３番でございますが、住宅の前に太陽光発電を設置するということで、

４月に一度申請が出ましたが、申請を取り下げた案件でございます。隣接者へ

の説明文書を求め、提出があったことから、許可はやむを得ないものと思われ

ます。 

       ４番ですが、個人の住宅の申請でございます。周囲も住宅地になっておりま

すので、事務局説明のとおり、問題はありません。 

       ５番ですが、本庁の案件でございます。説明にもありましたが、３０年ぐら

い前に一度転用を行ったと。許可を受けて造成工事が終わったという案件でご

ざいます。事務局の説明のとおり、やむを得ないものと思われます。 

       ６番でございますが、集落の真ん中に太陽光発電の蓄電池施設を設置するも

のでございます。隣接の農地には説明済になっており、許可はやむを得ないも

のと思われます。しかし、住宅地の中であり、農地法上は問題がないというこ

とでございますが、設置者は地元への説明を行うとの回答でございますけれど

も、地元と問題を起こさないよう誠意を持って地元と調整を行うことを、許可

条件ではありませんが、強く要望しておいていただきたいと思います。 

       ７番でございます。現地は榊原町の山の中でございます。農地は山林化して

おります。周囲も太陽光発電設備が設置されており、事務局の説明のとおり、

やむを得ないものと思われます。 

       以上でございます。 

 

議  長   ８番、お願いします。８番から９番ですね。 

 

宮本委員   １５番、宮本です。８番は農業委員２名と推進委員２人、それから事務局で

確認をしたんですが、事務局の説明通り問題はないかと思います。 

       それから次が、９番は水田がほとんどないようになってきていますんで、問

題はないかと思います。以上です。 

 

議  長   １０番、お願いします。 

 

池山委員   １４番、池山です。８月８日に宮本委員と地元推進委員２名と、事務局で確

認してきました。これはもう    へ抜ける県道の西側に位置するところで

ございました。周辺はほとんどが既に太陽光施設を設置されているところでご

ざいまして、あと残っている間にこれを設置するということで、事務局の説明

のとおりでございます。以上です。 

 

議  長   １１番、お願いします。 

 

西森委員   １７番、西森です。８月８日です。中村、岡田、西森委員、それから地元推

進委員、それから白山事務局、渡人の代理人というところで現場のほうを見て



 9 

おります。場所ですが、    から南西のほうへ５００ｍほど、集落の中で

すけれども、そういったところに場所はありました。現状ですけれども、宅地

化されたところで一部畑というような部分もありましたけれども、基本的には

もうそこを潰して駐車場も含めて宅地化するというような話でございました。

何ら問題ないというふうに見させていただいております。 

 

議  長   １２番、お願いします。 

 

中村委員   １６番、中村です。８日に岡田、西森、中村委員、事務局と    の担当

者と現地確認してきました。前回、    と下のほうで立会いしてもらった

隣の土地で、近くで田んぼを耕作してみえる方も見えますんやけれども、その

人との話合いもちゃんとできているみたいで、何ら問題ないと思います。以上

です。 

 

議  長   地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意見がありましたら。 

        

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第３号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については許可することと決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（賃貸借権）を議題とします。 

       事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １６ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権）

でございます。 

       番号１、地区 久居、申請地 久居明神町大釜    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ３，５６９㎡ 外１筆 合計面積 ４，０９２㎡、借人  

   、貸人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       １１ページの議案第３号、番号１及び一体利用地を含めた総面積９，１１４．

１６㎡の内、パネル設置面積は３，５００．４㎡、パネル設置率は３８．４％

になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１件、合計面積は４，０９２㎡で、その内訳は田が５２３㎡、

畑が３，５６９㎡でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。 

 

田口委員   ６番、田口です。これも８日に事務局と見てきましたけれども、先ほどの事

務局の説明のとおり何ら問題ないかと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意見がありましたら。よろ

しいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第４号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可することと決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（使用貸借）を議題とします。 

       事務局、説明をお願いします。 

 

事 務 局   １７ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借）

でございます。 

       番号１、地区 川合、申請地 一志町八太大垣内    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ３４２㎡ 外１筆、合計面積 ５２３㎡、借人     、

貸人     。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       一志町八太大垣内    につきましては、平成２８年に住宅用地にした旨

の始末書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１件、合計面積は５２３㎡で、全て畑でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。 

 

池山委員   １４番、池山です。８日に地元推進委員と事務局、それと宮本委員で現地確

認をしております。近鉄の    から東へ行ったところの道路沿いにある、

もう既に着手が進行しているというふうな状況でございました。周辺は住宅が

既に建っておりまして、問題なかろうというふうに判断をいたしました。内容

としては事務局の説明のとおりでございます。以上です。 

 

議  長   地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いします。よろ
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しいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、意見もないようですので、お諮りします。ただいま審議をいただ

きました議案第５号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については許可することと決定し

たいと思います。 

       次に、別冊としてお配りいたしました議案第６号 農地中間管理事業の推進

に関する法律第１８条第３項の規定による意見書の提出について（賃貸借権、

使用貸借）を議題とします。 

       事務局、説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、別冊をご覧いただきたいと思います。 

       議案第６号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定に

よる意見書の提出について（賃貸借権、使用貸借）でございます。 

       それでは、１ページから６１ページをお願いいたします。 

       最終ページに記載してありますが、件数は７４件、合計面積は６７８，７８

９㎡で、その内訳は田が６５４，７６４㎡、畑が２４，０２５㎡でございます。 

       意見の提出については、農地中間管理機構は促進計画の対象となる農地であ

るときは、農業委員会、市町村へ意見を聴取することとなっています。農業委

員会は、賃借権等の設定を受ける者が農地中間管理事業の推進に関する法律第

１８条第５項第２号及び３号に規定する全部効率利用要件、農作業常時従事要

件、農地所有適格法人であるかなどの要件を満たしているかを確認し、意見書

を提出します。 

       また、市は促進計画の内容が地域計画の達成に資するものとなっているかを

確認し、意見書を提出します。 

       今回提出させていただきました促進計画につきましては、農地中間管理事業

の推進に関する法律第１８条第５項第２号及び３号に規定する要件を満たして

いると考えます。 

       最後に、今回の促進計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事

参与の制限に該当します案件がございますので、ご審議いただくに当たりまし

て、ご配慮いただきますようよろしくお願いします。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。 

       今回の案件のうち、初めに農業委員会等に関する法律第３１条議事参与の制

限に該当する案件について、ご審議をお願いします。 

       番号４２についてです。 

           委員、一時退席願います。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 
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議  長   それでは、この件について、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきましたこの件について、

ご意見ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。この案件につきましては適正であると認め、農地中

間管理機構に意見書を提出することといたします。 

       入室願います。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   では、続きまして、番号６０、６２、６４から６６、６８から７１について

です。 

           委員、一時退室願います。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   それでは、この９件について、いかがでしょうか。 

        

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきましたこの９件について、

ご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。これらの案件につきましても適正であると認め、農

地中間管理機構に意見書として提出することといたします。 

       入室願います。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきまして、ご審議をお願い

します。 

 

部会委員    ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました案件につきまして、

ご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   これらの案件につきましては適正であると認め、農地中間管理機構に意見書
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として提出することといたします。 

       以上で、本部会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

       これをもちまして、第８回第２農地部会を閉会します。 

 

                                午後２時４８分 

 

上記は、第８回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  令和７年８月１８日 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


